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「「「「身体障害者巡回更生身体障害者巡回更生身体障害者巡回更生身体障害者巡回更生相談相談相談相談」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

    

京都府身体障害者更生相談所では、相談所に来所が困難な身体障がいのある方の

ために、府内を巡回し、補装具・施設利用・その他の相談会を実施しています。 

日 程 時 間 場 所 来訪医師 

 ５月 ９ 日(金) 午前１０時～１１時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

 ７月１１日(金) 午前１０時～１１時３０分 京丹波町瑞穂保健福祉センター 整形外科 

 ８月１２日(火) 午前１０時～１１時３０分 南丹市日吉保健センター 整形外科 

 ９月１２日(金) 午後２時～３時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

１０月 ７ 日(火) 午後１時～３時 亀岡市役所市民ホール 耳鼻咽喉科 

１０月１４日(火) 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 整形外科 

●●●●内内内内        容容容容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科・耳鼻咽喉科） 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（申請などが必要な場合に使用） 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 参加を希望される方は、それぞれの相談会の３日前（土・日・祝日を

除く）の午後５時までに、下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 TEL ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

５５５５月月月月はははは「「「「日本赤十字社員増強運動月間日本赤十字社員増強運動月間日本赤十字社員増強運動月間日本赤十字社員増強運動月間」」」」ですですですです    

  

 日本赤十字社は、世界各地での救援活動はもとより国内での災害援助活動、医療

事業、血液事業、社会福祉事業などの人道的な諸活動を展開している国際的な民間

の救護団体です。このような赤十字の活動は、赤十字の精神と活動に賛同される社

員の皆さんによる社費（会費）や一般の方から寄付金によって支えられています。 

 今年も５月１日～３１日を「日本赤十字社員増強運動月間」とし、各区長さんな

どを通して、活動の財源への皆さんのご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）７２－３２２０ 

社会福祉課 福祉総務係 TEL ６８－０００７ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
 毎年シカやイノシシをはじめとする有害鳥獣による農林作物などへの被害が後を

絶ちません。南丹市では、その被害を最小限に食い止めるため、南丹市猟友会に捕

獲班を編成していただき、年間を通して有害鳥獣の捕獲を実施しています。 
 本年度の捕獲計画の期間は次の表のとおりです。山林作業などで山に入られる場

合は目立つ服装をするなど、事故防止にご協力いただきますとともに、捕獲に対す

るご理解ご協力をよろしくお願いします。 
 なお、捕獲は土・日曜日を中心に計画的に実施しますが、より効果的に捕獲を実

施するために、被害が発生した場合は、被害場所や状況を農林整備課または各支所

産業建設課へご連絡ください。 
 銃器による捕獲 わな、さく、おりによる捕獲 

捕

獲

期

間 

平成２０年４月１２日 ～ ５月 ９日 

５月１７日 ～ ６月１９日 

６月２８日 ～ ７月３０日 

８月 ９日 ～ ９月１７日 

９月２７日 ～１１月 ３日 

平成２１年２月２１日 ～ ３月２２日 

平成２０年４月１２日 ～ ７月１３日 

７月２６日 ～ ９月１７日 

９月２７日 ～１１月 ３日 

平成２１年２月２１日 ～ ３月２２日 

 
◇問合せ先 農林整備課 TEL ６８－００１２ 

各支所 産業建設課 TEL 八木 ６８－００２４ 

日吉 ６８－００３４ 美山 ６８－００４３ 

福祉相談支援窓口福祉相談支援窓口福祉相談支援窓口福祉相談支援窓口業務業務業務業務のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

家庭や親子関係などの児童・母子に関する悩み、生活支援などの高齢者や障がい

者に関する悩みなど、気軽に相談いただけるように福祉事務所に専門相談員を配置

しています。気にかかる事、心配事など、どんな小さな事でもご相談ください。 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市役所２号庁舎 福祉事務所 子育て支援課内（園部町小桜町47番地） 

     TEL ６８－００２８［直通］  FAX ６８－１１６６ 

●●●●相談日時相談日時相談日時相談日時 月曜日から金曜日まで（祝日除く）午前８時３０分～午後５時１５分 

●●●●相談方法相談方法相談方法相談方法 直接お越しになっても、電話でのご相談、ＦＡＸや手紙によるご相談

も受け付けします。相談についての費用は、無料です。 

相談内容や個人の秘密は堅く守られますので、ご安心ください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL ６８－００１７ 

畑郷市民農園畑郷市民農園畑郷市民農園畑郷市民農園（（（（ふれあいふれあいふれあいふれあい農園農園農園農園））））のののの貸農園利用者募集貸農園利用者募集貸農園利用者募集貸農園利用者募集 

 
 畑郷市民農園（ふれあい農園）は、農家以外の方でも気軽に野菜づくりが楽しめ

る農園です。美しい自然の中で、自分の手で野菜づくりをしてみませんか。 

●●●●場場場場        所所所所 日吉畑郷市民農園（ふれあい農園）（日吉町畑郷池ノ平31番地2） 

●●●●区画面積区画面積区画面積区画面積 １区画約２０㎡ 

●●●●利用期間利用期間利用期間利用期間 一年契約（原則４月から翌年３月まで）で更新も可能です。 

年度途中からの利用もできます。 

●●●●利利利利    用用用用    料料料料 １区画当たり年間１０，０００円 

      年度途中からの利用の場合は、残期間に応じて利用料が変わります。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 一年契約となるため、栽培作物は野菜、草花などとし、稲や果樹など

の永年性作物は栽培できません。 

 

◇問合せ先 日吉支所 産業建設課 TEL ６８－００３４ FAX ７２－０９６５ 

「「「「きこえときこえときこえときこえと補聴器補聴器補聴器補聴器のののの相談会相談会相談会相談会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、下記のとおり「きこえと補聴器の相談会」を

毎月行います。補聴器店員も相談に乗ります。どなたでも気軽にご相談ください。 

日  時 時間 会場 相談内容（予定） 

５月２８日（水） 聴力測定、きこえの相談 

６月２５日（水） 補聴器相談 

７月２３日（水） 補聴器相談 

８月２７日（水） 聴力測定、きこえの相談 

９月２４日（水） 聴力測定、きこえの相談 

１０月２２日（水） 

いずれも

午後１時 

～３時 

ふない聴覚言語障害

センター（南丹市園部

公民館２階） 

補聴器相談 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 難聴者・中途失聴者、そのご家族など、身体障害者手帳はないが、聞

こえにくい方や補聴器を必要とされている方 

●●●●相相相相    談談談談    料料料料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担） 

●●●●内内内内        容容容容 ・聴力測定（予備検査程度の簡単な聴力測定） 

・きこえの相談（福祉機器、福祉制度など、センター職員・言語聴覚

士が担当） 

・補聴器の相談（補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴など、

補聴器店の店員が担当） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 事前申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。先着順

です。身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 
※言語聴覚士によるきこえの相談も予定していますが、日程が一部未定ですので、

相談をご希望の方は、下記へお問い合わせください。 
 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）６３－６４４８ 

５５５５月連休中月連休中月連休中月連休中のののの社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの休業休業休業休業日日日日    

 
 ５月の連休に伴う社会教育施設・社会体育施設の休業日は下記のとおりです。 

施  設  名 休 業 日 

園部公民館、中央図書館 ５月４日（日）～６日（火） 
八木公民館、日吉町生涯学習センター、美山文化ホール、

文化博物館、八木図書室、日吉図書室、美山図書室 
南丹市内学校体育施設、園部町内の社会体育施設 

５月３日（土）～６日（火） 

※上記以外の社会教育・体育施設は、通常の休業日以外、利用できます。 
 
◇問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


